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【調査ご協力のお願い】
商品やサービスが使いやすく便利になる一方，消費生活のトラブルは以前よりも複雑なものに

なっています。また，高齢者を狙った悪質商法や犯罪が非常に多くなるとともに，小学生が多額

の被害にあうなど，被害者の年齢層も広がっています。

このような状況を踏まえ，本市では消費者自身が複雑な契約，悪質な勧誘に対しての正しい知

識を持ち，慎重に対応することで消費生活トラブルや被害を防止できることを目指し，消費生活

の安定と向上を目的として「消費者教育推進計画」を策定します。

この調査は，計画策定に先立ち，市民の消費生活に関する意識を調査するもので，市内にお住

いの18歳以上の方のうち，無作為に選んだ2,000 人の方を対象に実施するものです。調査は無

記名とし，ご回答いただいた結果は個人が特定されないよう統計処理をいたします。集計・分析

結果を今後の消費生活行政の資料とさせていただくほか，ホームページで公開します。

お忙しいところお手数をおかけして申し訳ありませんが，意識調査の趣旨をご理解いただき，

ご協力くださいますようよろしくお願いいたします。

平成28（2016）年1月 

                                     芦 屋 市 

【ご記入にあたってのお願い】
1． 宛名の方がご記入ください。 

2． 黒のボールペンまたは濃い鉛筆でご記入ください。  

3． お答えは「1つ」「いくつでも」などの表記に従って，該当する番号に丸印をつけるか□ 

内に をつけてください。（一部，記述をお願いする設問もあります。） 

 4． ご記入いただいた調査票は同封の返信用封筒（切手不要）に入れて2月 12日（金）まで

にポストにご投函ください。 

 5． この調査資料の利用に当たっては，芦屋市個人情報保護条例の規定に基づき適正に行いま

す。調査内容については，この調査以外の目的に使用することはありません。（集計後は責

任を持って，調査票等を破棄します。） 

6． この調査に関するお問い合わせは下記までお願いいたします。 

芦屋市市民生活部経済課消費生活係  電話  38-2179  ／  FAX  38-2176 
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Survey on Consumer Lifestyle Awareness 
If you need either an English version or a Japanese with furigana version of the questionnaire, 
please contact the office below:  

Ashiya City Citizen’s Livelihood Department Economics Section  

Consumers Affairs Subsection 
e-mail keizai@city.ashiya.lg.jp
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Ⅰ あなた（回答者）についてお聞きします。

◆1 あなたの年齢は，以下のうちどれにあてはまりますか。 

1．10歳代     2．20歳代      3．30歳代      3．40歳代     

  4．50歳代     5．60歳代      6．70歳代      7．80歳以上 

◆2 あなたの性別は，以下のうちどれにあてはまりますか。 

1．男性                  2．女性         

◆3 あなたは，現在，どちらにお住まいですか。次の中から1つだけ選んで○印を付けてく 

ださい。 

1．奥山   2．奥池町        3．奥池南町   4．六麓荘町   5．朝日ケ丘町 

6．山手町  7．山芦屋町   8．岩園町        9．東山町    10．東芦屋町 

11．西山町   12．三条町       13．翠ケ丘町   14．親王塚町   15．大原町 

16．船戸町   17．松ノ内町     18．月若町       19．西芦屋町    20．三条南町 

21．楠町     22．上宮川町     23．業平町       24．前田町       25．清水町 

26．春日町   27．打出小槌町   28．宮塚町       29．茶屋之町   30．大桝町 

31．公光町   32．川西町       33．津知町       34．打出町       35．南宮町 

36．若宮町  37．宮川町       38．竹園町       39．精道町    40．浜芦屋町 

41．平田北町 42．大東町       43．浜町         44．西蔵町       45．呉川町 

46．伊勢町  47．松浜町       48．平田町       49．新浜町       50．浜風町 

51．高浜町   52．若葉町       53．緑町     54．潮見町       55．陽光町 

56．海洋町  57．南浜町       58．涼風町 

◆4 あなたと同居しているご家族の構成は，以下のうちどれにあてはまりますか。 

1．1人世帯       2．夫婦のみ(一世代)       3．親と子(二世代) 

4．親と子と孫(三世代)     5．その他(             ) 
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◆5 あなたの，現在の職業はどの区分ですか？次の中から1つだけ選んで○印を付けてくだ 

さい。 

◆6 あなたの現在の状況に当てはまるものをいくつでもお選びください。 

1．身体障害者手帳を持っている    2. 療育手帳を持っている  

3．精神障害者保健福祉手帳を持っている   

4．介護保険の要支援・要介護の認定を受けている 

5. 特定医療費（指定難病）受給者証を持っている 

6. 1から5のいずれにも該当しない。 

◆7 地域などで仕事以外の活動をしていますか？次の中からいくつでもお選びください。 

1．自治会や自主防災会などの活動    2．民生児童委員，福祉推進委員などの活動 

3．子ども会，PTA活動               4．青少年育成愛護協会，防犯協会等の活動 

5. その他（                               ） 

1．自営・家族従事者   2．会社や組織に雇用されている  3．学生 

4．家事専業者      5．無職   
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該当する項目の□内に をしてください。

Ⅱ 消費生活トラブルについて                             

問１ あなたは過去３年間に，購入した商品や利用したサービスについて不安や不満を感じた 

り，改善してほしいと思ったことや，商品によってけがをしたり，不当な支払いをしたこ 

とはありますか？ 

□① 経験したことがある  □② 経験したことがない（記憶がない場合を含む） 

   →問２へ          →問４へ 

問２ 問１で「① 経験したことがある」と回答した方にお尋ねします。購入した商品や利用 

したサービスについて不安や不満を感じたり，商品によってけがをしたり，不当な支払いを 

した際に，どこに相談しましたか？次の中からいくつでもお選びください。    

  □① 芦屋市消費生活センター 

  □② お困りです課，住宅相談センターなどの芦屋市役所の相談窓口 

＊ お困りです課の法律相談や家事相談なども含む。

□③ 市内の高齢者生活支援センター 

＊ 東山手（和風園内），西山手（アクティブライフ山芦屋内），精道（芦屋市保健福祉セン

ター内），潮見（あしや喜楽苑内）の４ヶ所。 

□④ 障がい者相談支援事業 

＊ 芦屋市保健福祉センター内 

 □⑤ 権利擁護支援センター 

＊ 芦屋市保健福祉センター内

□⑥ 芦屋市水道工事業協同組合，芦屋市下水道工事業協同組合などの市内の業種別事    

   業者団体 

  □⑦ 国民生活センター，兵庫県消費生活センター，消費者ホットラインなどの国や兵 

庫県の相談窓口 

  □⑧ 購入した販売店，販売担当者 

  □⑨ メーカー（製造元，輸入元を含む） 

□⑩ ＰＬセンター，生命保険協会，日本新聞協会，日本広告審査機構（JARO） 

など業種別の専門相談窓口 

＊ ＰＬセンターとは・・・製品の欠陥によって事故が発生した際に，中立・公平な立場で

相談の斡旋や裁判外紛争処理を行なう民間分野の機関。製品分

野ごとに設立。

  □⑪ 弁護士・司法書士 

  □⑫ 警察 

  ＊ 相談専用電話を含む 

  □⑬ 地域で見守りや防犯などの活動をされている方 

＊民生児童委員，自治会役員，自主防災会役員，コミュニティスクール役員など   

  □⑭ どこにも相談しなかった   
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問３ 問２で「⑭ どこにも相談しなかった」と回答した方にお尋ねします。相談しなかった 

理由は何ですか？次の中からいくつでもお選びください。  

□① どこに相談していいかわからなかった 

  □② 相談しても満足のいく回答が得られると思わなかったから 

□③ 自分で解決できたから 

□④ 解決が困難だと思ったから 

□⑤ 被害金額が低いから 

□⑥ 時間がかかると困るから 

□⑦ 自分にも責任があると思ったから 

□⑧ 面倒だから 

□⑨ その他（                               ） 

Ⅲ 消費生活の知識と情報について

問４ 芦屋市消費生活センターへの来所や電話での消費生活相談を行っているのをご存知です

か。また，名称やどこにあるか知っていますか？ 

□① 相談ができること，名称，場所をすべて知っている 

□② 相談ができることは知っているが，名称，場所は知らない 

□③ 名称，場所は知っていたが，相談ができると知らない 

□④ 名称のみ知っている 

□⑤ 知らない，わからない 

問５ 消費生活センターでは消費生活についての図書，資料の閲覧や貸出しを行っていますが，

利用したことはありますか？ 

□① 利用したことがある 

□② 閲覧や貸出しを行っていることは知っていたが利用したことがない 

□③ 閲覧や貸出しを行っていること自体を知らなかった 

問６ 消費生活センターでは健全な消費社会実現に向け，セミナーを始めさまざまな事業を 

実施していきますが，どのような内容であれば参加したいですか？次の中からいくつでも

お選びください。 

  □① 訪問販売や通信販売などの注意点について      

□② 契約についての基礎知識 

   □③ 詐欺的な悪徳商法の手口など    

□④ クレジットカード，電子マネーなど金融の仕組みについて 

□⑤ 電化製品などの事故について 

□⑥ 食品の安全について 

 □⑦ 環境に配慮したグリーン購入について 

□⑧ 手助けが必要な高齢者，障がいのある方，子どもを守るための対策 

□⑨ 新しい洗濯表示などの最新の商品知識 

□⑩ その他（                                ） 
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問７ 消費生活の知識について，あなたはどの時期に知るのがいいと思いますか？次の中から

１つお選びください。 

□① 小学生の時に学校で     

□② 中学生の時に学校で   

□③ 高校生の時に学校で     

□④ 社会人になったばかりのとき勤務先の研修で   

□⑤ 社会人になってから地域の集まりなどで 

□⑥ その他（                                ） 

問８ 平成２９年４月１日以降，１８歳で参政権が得られるようになりますが，１８歳到達時 

点でどのような消費生活に関する知識を得ておくべきだと思いますか？①～③に該当する 

ものに１つずつ○をつけてください。 

消費生活に関する知識 
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計
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記入例＜あみかけ部分＞

①最も大切

だと考える
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②２番目に

大切だと考

える知識 
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③３番目に

大切だと考

える知識 
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①最も大切

だと考える

知識 

②２番目に

大切だと考

える知識 

③３番目に

大切だと考

える知識 

その他（具体的に） 

（                                         ） 
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問９ あなたは消費生活の情報をどのような方法で受け取りたいと思いますか？①～③に該当

するものに１つずつ○をつけてください。 

消費生活の情報を受け取る方法 

市
の
広
報
紙
「
広
報
あ
し
や
」
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ホ
ー
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Ｎ
Ｓ
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情
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その他（具体的に） 

（                                         ） 

Ⅳ 被害の防止，見守りについて         

問 10 悪質商法などの手口も巧妙化し，高齢者，障がいのある方，社会経験の浅い若者が被害

にあうケースが多発しています。このような被害を防ぐために，どのようなことが大切だ

と思いますか？①～③に該当するものに１つずつ○をつけてください。 

被害を防ぐための方法 
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ョ
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ョ
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守
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情
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携

防
犯
サ
イ
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①最も大切だと
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②２番目に大切

だと思う方法 

③３番目に大切

だと思う方法 

その他（具体的に） 

（                                            ） 
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問11  地域での高齢者，障がいのある方，子どもの見守りにあたり，必要なサポートは何です

か？次の中からいくつでもお選びください。  

□① 最新情報の提供 

□② 定期的な研修や意見交換会  

□③ 資料や啓発グッズの提供 

□④ 消費生活活動を行う団体の支援 

□⑤ その他（                                ） 

問 12 その他消費生活に関するご意見があればご記入ください。 

   ご協力ありがとうございました。 

      同封の返信用封筒で２月１２日（金）までにご返送ください。 


